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資料３

特定教育・保育施設の利用定員の変更について 

 

　菊川市では、平成30年２月に策定した『菊川市幼保施設整備計画（基本方針）』、また、令和７

年３月に策定した『菊川市こども計画』に基づき、幼保施設の教育・保育の提供体制を確保して

います。 

　今回は、令和８年４月１日より「横地保育園」「認定こども園西方こども園」「認定こども園堀

之内幼稚園」「認定こども園ひがしこども園」「認定こども園みなみこども園」「おおぞら認定こど

も園」の利用定員を変更するにあたり、菊川市子ども・子育て会議条例第２条第１号に基づき、

子ども・子育て会議に諮ります。 

 

１　菊川市の現状（特定教育・保育施設の利用定員数） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人） 

 

 

２　利用定員の変更 

　(1) 横地保育園 

　　令和８年４月１日から、下記のとおり２号認定の利用定員を変更します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人） 

 

　(2) 認定こども園西方こども園 

　　令和８年４月１日から、下記のとおり２号認定の利用定員を変更します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人） 

 

 

 

 １号 ２号 ３号 合計

 利用定員数(R7.4.1) 371 771 452 1,594

 利用児童数(R7.4.1) 243 732 434 1,409

 過不足 128 39 18 185

 
年度 定員の種類

3号認定
2号認定 1号認定 合計

 0歳 1・2歳

 
R7年度

認可定員 7 31 92 － 130

 利用定員 7 31 82 － 120

 
R8年度

認可定員 7 31 92 － 130

 利用定員 7 31 72 － 110

 
年度 定員の種類

3号認定
2号認定 1号認定 合計

 0歳 1・2歳

 
R7年度

認可定員 9 30 71 9 119

 利用定員 9 30 71 9 119

 
R8年度

認可定員 9 30 71 9 119

 利用定員 9 30 61 9 109
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　(3) 認定こども園堀之内幼稚園 

　　令和８年４月１日から、下記のとおり１号認定の利用定員を変更します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人） 

 

　(4) 認定こども園ひがしこども園 

　　令和８年４月１日から、下記のとおり１号認定、２号認定及び３号認定の利用定員を 

　変更します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人） 

 

　(5) 認定こども園みなみこども園 

　　令和８年４月１日から、下記のとおり１号認定の利用定員を変更します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人） 

 

　(6) おおぞら認定こども園 

　　令和８年４月１日から、下記のとおり１号認定及び３号認定の認可定員及び利用定員を 

　変更します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人） 

 

 

 
年度 定員の種類

3号認定
2号認定 1号認定 合計

 0歳 1・2歳

 
R7年度

認可定員 0 10 10 120 140

 利用定員 0 10 10 120 140

 
R8年度

認可定員 0 10 10 120 140

 利用定員 0 10 10 105 125

 
年度 定員の種類

3号認定
2号認定 1号認定 合計

 0歳 1・2歳

 
R7年度

認可定員 9 42 78 48 177

 利用定員 9 42 78 15 144

 
R8年度

認可定員 9 42 78 48 177

 利用定員 9 36 75 9 129

 
年度 定員の種類

3号認定
2号認定 1号認定 合計

 0歳 1・2歳

 
R7年度

認可定員 9 34 60 36 139

 利用定員 5 31 54 15 105

 
R8年度

認可定員 9 34 60 36 139

 利用定員 5 31 54 9 99

 
年度 定員の種類

3号認定
2号認定 1号認定 合計

 0歳 1・2歳

 
R7年度

認可定員 9 36 90 90 225

 利用定員 9 36 90 90 225

 
R8年度

認可定員 12 45 90 45 192

 利用定員 12 45 90 45 192
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　(7) 特定教育・保育施設の利用定員数（令和８年４月１日） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人） 

 

●認可定員と利用定員について 

認可定員 

・認可を受けるときに設定します。 

・施設が認可基準を満たしていると認められた定員で、最大受入能力の意味合いが強いです。 

利用定員 

・給付費の単価を設定するため、実態の園児数に合わせて設定する必要があります。 

・確認の手続きの際に設定し、施設型給付及び地域型給付を受ける施設のみ設定します。 

 

 

３　利用定員を変更する保育所、認定こども園の概要 

　(1) 横地保育園 

　　(ｱ) 事業の種類　　　保育所 

　　(ｲ) 運営法人　　　　社会福祉法人横地協和会 

　　(ｳ) 施設の所在地　　菊川市東横地1729 

 

　(2) 認定こども園西方こども園 

　　(ｱ) 事業の種類　　　幼保連携型認定こども園 

　　(ｲ) 運営法人　　　　社会福祉法人愛育会 

　　(ｳ) 施設の所在地　　菊川市西方1477-1 

 

　(3) 認定こども園堀之内幼稚園 

　　(ｱ) 事業の種類　　　幼稚園型認定こども園 

　　(ｲ) 運営法人　　　　学校法人堀之内学園 

　　(ｳ) 施設の所在地　　菊川市堀之内69 

 
　(4) 認定こども園ひがしこども園 

　　(ｱ) 事業の種類　　　幼保連携型認定こども園 

　　(ｲ) 運営法人　　　　社会福祉法人菊川福祉会 

　　(ｳ) 施設の所在地　　菊川市川上1410-1 
 
　(5) 認定こども園みなみこども園 

　　(ｱ) 事業の種類　　　幼保連携型認定こども園 

　　(ｲ) 運営法人　　　　社会福祉法人菊川福祉会 

　　(ｳ) 施設の所在地　　菊川市高橋3691 
 

 １号 ２号 ３号 合計

 利用定員数(R8.4.1) 299 748 458 1,505

 利用児童数(R7.4.1) 243 732 434 1,409

 過不足 56 16 24 96
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　(6) おおぞら認定こども園 

　　(ｱ) 事業の種類　　　公私連携幼保連携型認定こども園 

　　(ｲ) 運営法人　　　　社会福祉法人春献美会 

　　(ｳ) 施設の所在地　　菊川市下内田832-1


